
佐賀南警察署協議会開催結果の概要 

                                        　              　 

                                                 　　 　　　　令和５年12月28日　 

 

　会　　議 　令和５年度　第２回　　佐賀南警察署協議会　  

 

　開催日時 　令和５年11月27日（月） 15：00～16：20  

 

　開催場所 　佐賀南警察署 ３階　大会議室  

 

　 協 議 会：横尾会長、石橋副会長、荒木副会長、松尾委員、山口委員、  

 副島委員、渡邉委員、栗林委員、平野委員、松田委員、  

 　　　　　小栁委員  

出 席 者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11人）  

警 察 署：署長、刑事官、会計官、警務課長、生活安全課長、  

　　　　　地域第一課長、地域第二課長、刑事第一課長、刑事第二課長  

　　　　　交通課長、警務係長   

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11人）  

                                       　　　計　22人  

 

議 事 概 要  

 

１　開会  

  

２　会長挨拶  

令和５年度第２回佐賀南警察署協議会の開催に当たり、各委員の皆様、大変御忙  

しい中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。   

 また、新型コロナウイルス感染症の収束後、新たな感染症が流行の兆しを見せる

 など、社会全体が予断を許さない状況であり、管内の治安維持に日夜奮闘されてい

  る署員の皆様の御苦労に対し、心から敬意を表する次第です。

 良好な治安は、住みよいまちづくりの根幹であり、これを維持向上させるために

 は、地域社会全体が連携し、様々な活動を継続的に行うなど、それぞれが力を発揮

  してこそ実現できるものと考えております。

 本日は、我々各委員が、その一助となるよう、警察と地域社会の架け橋である委

 員の皆様方の忌憚のない御意見を賜りたいと考えていますので、よろしくお願いし

  ます。　　　　

  

３　署長挨拶  

 皆様方には、平素から警察行政各般にわたり、御理解、御支援、御協力を賜って



  おりますことに、厚く御礼申し上げます。

 令和５年における佐賀南警察署の犯罪情勢につきましては、コロナ感染症が一段

 落した影響もあり、自転車盗などの窃盗犯、毎日のように報道されているニセ電話

  詐欺などの知能犯が増えております。

 人身交通事故については、県下では、夏頃までの増加傾向が様々な施策により、

 現在減少傾向にあります。しかし、佐賀市内については、現在も増加傾向にあり、

  危機感を強めているところであります。

 南署としては、コロナ禍前と同様に繁華街に人の往来が戻ってきて、トラブルや

 交通違反等の通報が増加傾向にあることから、「繁華街クリーンアップ作戦」と銘

 打って、繁華街対策に取り組んでいるところであり、パトロールの強化、各種犯罪

  の防止、駐車違反等の各種取締の強化を行っています。

 先日、佐賀市長に参加を依頼して、年末年始の出発式を開催し、市長と共に繁華

  街のパトロールを実施して防犯警戒の強化に努めました。　

　　年末に向け制服警察官やパトカーによる見せる街頭活動の強化を実施していると

 　ころであります。

　　また、仕事以外にも活力のある組織作りとして、夏休みの終わりに署員の家族を

当署に招待し、職場やパトカー等の見学をしてもらったり、「みな女会」という女

性だけの会合を開催し、女性の活躍やハラスメントのない職場作りの話し合いを実

 施しています。

九州管区内で開催された逮捕術大会では佐賀県警が団体３位に入賞し、佐賀南署

 員２人も選手として活躍しました。

交通関係では、「Ｔ１グランプリ」という県警内における交通安全講話の競技会

 が開催され、当署員が優勝しております。

このように佐賀南署は、いろいろな活動を通じて事件や事故のない安全安心な地

域作りを実施しているところですが、その実現は我々警察だけではなし得るもので

はありませんので、地域住民の皆様の御意見を聞き、一緒に取り組んでいこうと考

 えています。

本協議会の益々の発展と皆様方の御健勝を祈念いたしまして、私の挨拶とさせて

 いただきます。

 

４  答申 

 　　令和５年度第１回協議会において諮問を受けた「効果的なハンドサインの広報啓

 　発」について、会長から

 　　　・　地道な広報活動と継続的な呼びかけの推進

 　　　・　街頭活動の強化

 　　　・　各種会合での講座や広報活動の推進

　　　の３点について答申を受け、「効果的なハンドサインの広報啓発」は、一朝一

　　　夕に効果が現れるものではなく、息長く続けていく必要があり、警察や関係機

　　　関・団体等が互いに協力し合って、できる施策から確実に実施されていくこと

 　　　を期待する



   旨の答申が行われた。

 

５　協議 

  ⑴  業務概況 

各課長から各業務の概要を説明 

 

　⑵　質疑応答・要望 

   委員　横断歩道設置についてお伺いする。 

　　　　 横断歩道の設置または撤去の基準は何か。 

　　　　 見直しを依頼するにはどうしたらよいか。 

　 警察　警察単独で設置や撤去を行えるものではない。 

　　　　 地元の区長や自治会長からの要望に基づき、現場の調査後、設置や撤去 

 　     を実施している。

 　 委員　この話を持ち帰り、地元で話し合う。

 　 委員　ニセ電話詐欺被害が多発し、被害額も大きくなっており、減少していな

 　　　 い状況である。高齢者が安心して生活できるようにして欲しい。 

　 警察　将来の資金に不安があり、資金を増やしたいと考える被害者を騙す投資

 詐欺被害が多くなったことで、被害額が大きくなっている状況である。

 　　　　 今後は、具体的な詐欺被害内容を広報していく予定である。　

　　　　 被疑者についてですが、海外では携帯電話機を何機も簡単に購入でき、

１人が多数の番号を使えるので、詐欺グループが海外に拠点を置いている

ケースが増加しており、検挙に至っているのは国内にいる共犯者の出し子

 や受け子が多い状況である。　    

          現在、警察庁と各県警が合同で、海外の拠点を捜査している状況である。

 　 会長　うまい話はないと言うことですね。

 　　　　 おかしいなと思ったら家族に相談するとか警察に相談しましょう。

    委員　コンビニにおいて「18歳、成人です」と言って酒を買おうとした少年が 

 　　　 いた。

 　　　　 少年は、18歳になったら成人で酒が飲めると勘違いしているので、各家

           庭での御指導をお願いしたい。

  

　 ⑶　前回の協議会の意見・要望に対する応答 

       警察　防犯訓練はどこに申し込めばよいのかという質問についてであるが、警

 察署や交番、どちらに申し込んでもらってもかまわない。

              訓練の内容によって担当課が変わるので、自分たちが何処で何を訓練し

　　　　　 たいのか、例えば、小学校での不審者対応訓練であれば、生活安全課が対

 応し、お客さんが集まる所でのテロ対策訓練であれば、警備課が対応する。

 　　　　　　 事前に御相談をしていただければ柔軟に対応する。

　　　 警察  交通見守り活動の講習会についての質問であるが、安全教育という形

 で、いろいろな年齢層の方に対して、毎月行っている。



 校区ごとに講習会の要望を出していただければ、公民館等で行いたい。

　　　　　　 交通の街頭監視活動についての質問についてであるが、警察では取締に

力を入れているほか、佐賀市と共同で自転車の一斉指導をしたり、飲酒運

 転防止街頭キャンペーンを実施している。

　　　　　　 朝夕や取締が出来ない時間帯には危険箇所に立番して街頭監視活動を実

 施している。

 

６　その他 

    次回開催は、令和６年２月を予定 

 

７　閉会 

 

８　視察 

   ・　「逮捕術訓練」の視察

 　・　「Ｔ１グランプリ出場者の交通講話」の視聴

                                         　　　                   　　　　　

 


